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■ 本市においては，平成１８年度に「第２次宇都宮地域情報化計画」（計画期間：平

成１９年度～平成２３年度）を策定し，市民生活の利便性の向上や地域産業の活

性化に資する各種施策を推進してきたところであります。 

■ このような中，情報通信技術については，急速な進展が見られるとともに，少子

高齢社会の進展，先行き不透明な経済情勢，さらには，東日本大震災による安全・

安心な市民生活の確保に対する要請の高まりなど，社会経済環境が大きく変化し

ており,これらに対応した地域情報化施策の展開が求められています。 

■ このようなことから，今後，重点的に取り組む施策等を明らかにしながら，本市

の地域情報化を総合的かつ計画的に推進するため，「第３次宇都宮地域情報化計

画」を策定するものです。 

 

 

■ 本計画は，上位計画である「第 5 次宇都宮市総合計画」の情報化における分野別

計画の実現に向け，本市の地域情報化を総合的かつ計画的に推進する基本的な計

画であるとともに，地域情報化に関する重点施策の取組内容等を明らかにした計

画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 策定の目的 

Ⅱ 計画の位置付け 

計画の策定にあたって 序 章 

 

 

実施計画 

基本計画 

基本構想 

総合計画 

■ 「基本構想」は，総合計画で計画的な⾏政運営を図るため，⽬指すべき

将来の「宇都宮像」やまちづくりの⽅向性を⽰すもので，「本市における

まちづくりのビジョン（未来図）」にあたるもの 

 

 

■ 「基本計画」は，基本構想で定めたまちづくりの基本⽅向に即して，

将来の「うつのみや像」を実現するために必要な基本的取組を⽰す

もので，「本市におけるまちづくりのプラン（⼿段・⽅策書）」にあ

たるもの 

 

 

■ 「実施計画」は，基本計画に掲げた取組の具体的な進め⽅を年度ご

とに⽰すもので「本市におけるまちづくりプログラム（実⾏予定表）」

にあたるもの 

 

目標年次 おおむね１５年後の平成３４（２０２２）年 

計画期間
前期５年，後期５年の計１０年（平成２０（２００８）年度 

から平成２９（２０１７）年度まで） 

計画期間 ３年 

出典：第５次宇都宮市総合計画 

第５次宇都宮市総合計画の構成 
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■ この計画の期間は，平成２４年度（２０１２年度）から平成２８年度（２０１６

年度）までの５年とします。 

■ ただし，情報通信技術の急激な進展に伴い，社会経済環境の急激な変化などがあ

った場合は，必要に応じて計画を見直すこととします。 

Ⅲ 計画期間 

 

 

 

【都市空間の姿】 

ネットワーク型コンパクトシティ 

まちづくりの戦略的ターゲット 

みんなに 

選ばれるまち 

みんなが 

幸せに暮らせるまち 

持続的に 

発展できるまち 

 
分野別計画 

行政の各分野を総合的に網羅する６つの「施策の柱」 

【まちづくり戦略プラン】 

「「「
幸幸幸
せせせ
力力力
」」」 
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ッッッ
プププ   

「「「
底底底
力力力
」」」 

  

アアア
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プププ   

「「「
ブブブ
ラララ
ンンン
ドドド
力力力
」」」 

  

アアア
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戦略 戦略戦略 

くらしいきいき 

まちキラキラ 

 

うつのみや 

つながる       のみや 人人人★★★  夢夢夢

「第３次宇都宮地域情報化計画」は，これらの政策の柱・ 

基本施策を実現するための基本的な計画 

■■■ 政策の柱…都市のさまざまな活動を支える都市基盤の機能と質を高めるために 

■■■ 基本施策…高度情報化の恩恵を享受できる環境づくりを推進する 

出典：第５次宇都宮市総合計画 

「第５次宇都宮市総合計画基本計画」の構成イメージ 

【参考】「第５次宇都宮市総合計画」と「第３次宇都宮地域情報化計画」との関係 


